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１ 微生物保健担当 

(1) 食中毒事例の原因調査 

平成22年1月から12月までに食中毒、有症苦情な

どで当担当に検体が搬入された事件は122事例であ

った。これらに関連した検査数は、患者及び関係者

の検便及び吐物が1,231件、食品・ふきとりなどが393

件で、計1,624件であった。122事例のうち73事例

（59.8%）において下痢原性微生物が検出された。図

2-1-1に示すように73事例のうちノロウイルスが検出さ

れた事件が47事例（64%）、カンピロバクターが14事例

（19%）、サルモネラ属菌が4事例（5.5%）、ウェルシュ菌、

毒素原性大腸菌が各2事例、腸管出血性大腸菌

O157、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌が各1事例、ウ

エルシュ菌と黄色ブドウ球菌が同時に検出された事

例も1事例あった。このうち大阪市内における細菌あ

るいはウイルス性食中毒事件として厚生労働省に届

けられた事件数は26件であった。 

 
図2-1-1 検出された下痢原性微生物 

 
(2) 三類感染症菌の検査 

平成22年において、大阪市内で届出のあった三

類感染症（腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、

腸チフス、コレラ、パラチフス）を表2-1-1に示した。 

腸管出血性大腸菌感染症は96事例（患者70名、

保菌者26名、死者なし）あり、8月、9月に各1件保育

園におけるO26集団事例があった。96件すべてで腸

管出血性大腸菌が分離され、血清型はO157が79株、

O26が15株、O91が1株、O145が１株であった。   

発生時期は通年であり、例年通り夏季の8月（22

件）、9月（32件）にピークがあった。発生件数は平成

19年まで５年連続して増加していたが、平成20年は

平成19年（188件）に比べ半減し、平成21年（64件）も

連続して減少した。平成22年は21年度の1.5倍に増

加し、平成21年の減少は新型インフルエンザの影響

が推測された。今後の増加に注意を要する。志賀毒

素（Stx）型はO157では、Stx1&2が56件（70.8%）、Stx2

が23件（29.2%）であった。O26、O91はいずれもStx1

産生性、O145はStx2であった。感染源は例年通り、

牛肉類、内蔵類の生食が原因と推測される事例が多

かった。 

他の三類感染症については、細菌性赤痢2件、腸

チフス2件、パラチフス2件、コレラ1件の発生があり、

すべて輸入事例であった。細菌性赤痢は2件とも分

離赤痢菌の血清型は S. sonnei であり、推定感染地

域はインドネシアとネパールであった。腸チフス、パラ

チフスおよびコレラの推定感染症地域は腸チフスで

はインドと東南アジア・東ヨーロッパ、パラチフスでは

インドとバングラディッシュ、コレラではインドネシアで

あった。 

 
表2-1-1 平成22年大阪市における三類感染症の発

生状況 

類型 感染症名 発生件数 

三
類
感
染
症 

腸管出血性大腸菌感染症 

細菌性赤痢 

腸チフス 

パラチフス 

コレラ 

96（0）＊1 

 2（2）＊2 

1（1） 

1（1） 

1（1） 

（ ）内は輸入症例。 

＊1:分離腸管出血性大腸菌（96株）の血清型別株数 

O157, 79株、O26, 15株、O91, 1株，O145，1株 

＊2：分離赤痢菌の血清型別株数 
S. sonnei , 2 株 

 

(3) 感染症発生時に伴う保菌者調査 

 三類感染症発生時に伴う患者接触者などの保

菌者検査を行った。検査数は赤痢菌検索  7件、チ

フス菌検索  10件、腸管出血性大腸菌検索417件

（O157:272件、O26:142件、O145：3件）、コレラ菌  3

件であった。また、ベロ産生毒素遺伝子の検査数は 

30件であった。 

 

(4) 衛生行政に関する食品細菌検査 

この業務は、健康福祉局健康推進部生活衛生担

当からの依頼により、市内保健所管内において収去さ

れた検体について、「食品衛生法」に基づいて行われ

たものである。 

検査を実施した食品、件数、検査項目は表2-1-2

に示した。生食用かき  7 検体からノロウイルスを検出

した。 
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(5) 学校給食用食品に関する業務 

学校給食用食品について細菌検査を委託するに

当たり、クロスチェックのために以下の55検体につい

て細菌検査を行った。 

鶏肉17検体について、サルモネラ属菌、腸管出血

性大腸菌O157の検査を行い、7検体からサルモネラ属

菌（O4群1件、O7群4件、O8群1件、O4およびO7群1

件）を検出した。牛肉17検体、豚肉21検体について、

腸管出血性大腸菌O157の検査を行った(表2-1-3)。ま

た教育委員会の依頼により中学校昼食用弁当6検体に

ついて生菌数、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌の検査

を行った。 

 

表2-1-3 学校給食用食品の細菌検査（クロスチェック） 

食品名 件数 検査項目 陽性件数 

鶏肉 17 
腸管出血性大腸菌O157 

サルモネラ属菌 

0 

7  

牛肉 17 腸管出血性大腸菌O157 0 

豚肉 21 腸管出血性大腸菌O157 0 

計 55  7 

 

(6) 貸しおしぼりの衛生基準試験 

健康福祉局健康推進部生活衛生担当からの依頼に

より、市内21施設を対象に11月、1月の2回にわたって

計105検体について貸しおしぼりの衛生基準に関する

試験を行った結果、4施設9検体が衛生基準不適合で

あった。試験結果に基づいて指導を受けた2 施設につ

いて再検査を行い、全施設の製品が適合となった。 
 

表2-1-4 おしぼりの細菌検査 

 検査（平成22年11月、23年1月実施） 

 指導基準適合 指導基準不適合 

施設数 17 4 
 

 再検査（平成23年2月実施） 

施設数 指導基準適合 指導基準不適合 

施設数  2  0 

 
(7) 浴槽水、噴水などのレジオネラ属菌検査 

患者発生時の感染源調査などのために、健康福祉

局などからの依頼を受け、レジオネラ属菌検査を行っ

た。市内の公衆浴場施設など 8 施設より採取した浴槽

水、温泉水など 44検体について検査を行った結果、浴

槽水 6検体（3施設）からレジオネラ属菌が検出された。 

表 2-1-2 検査を実施した食品及び検査項目 

食品名 件数 検査項目 

牛乳、加工乳、乳飲料・
乳等を主原料とする食品 

16  細菌数、大腸菌群 

育児用粉乳 3  細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌 

アイスクリーム類・氷菓 22  細菌数、大腸菌群 

ゆで麺 2  細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌 

生めん等 6  細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌 

非加熱食肉製品 12  
細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、クロストリジウム属菌、サルモネラ属菌、
リステリア菌、腸管出血性大腸菌 O157、O26 

食肉加工品 8  
細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、クロストリジウム属菌、サルモネラ属菌、
リステリア菌、腸管出血性大腸菌 O157、O26  

輸入冷凍食品  13  細菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌、腸球菌 

加熱食肉食品 22  細菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、クロストリジウム属菌、サルモネラ属菌 

殻付鶏卵・うずら卵・液卵 10  細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌 

生食用鮮魚介類 24  細菌数、腸炎ビブリオ（最確数）、腸管出血性大腸菌 O157、O26 

発酵乳・乳酸菌飲料 10  乳酸菌数、大腸菌群 

魚肉練り製品 15  細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌 

気密性のある容器包装
詰の食品 

3  クロストリジウム属菌 

冷凍食品 16  細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、腸球菌 

バター・マーガリン 11  細菌数、大腸菌群 

ナチュラルチーズ 12  細菌数、大腸菌群、リステリア菌 

生食用かき 9  
細菌数、E.coli 最確数、腸炎ビブリオ最確数、腸管出血性大腸菌 O157、
O26、ノロウイルス（7/9 検体陽性）、Ａ型肝炎ウイルス 
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(8) 一般依頼による試験・検査業務 

ア 糞便検査 

赤痢菌211件、腸チフス・パラチフス菌  126件、腸

管出血性大腸菌O157 216件、サルモネラ 197件、腸

炎ビブリオ1件、赤痢アメーバ 88件、寄生虫卵 25件、

計 864件の糞便検査を行った。 

 

イ 殺菌効力試験 

殺菌効力試験は行わなかった。 

 

ウ カビの同定試験 

 健康福祉局から、収去 4 件の試料についてカビ同

定試験の依頼があった。また、一般依頼として 23 件

の試験を行った。収去の検体は、洋菓子、ラムネ水な

どだった。カビ以外の異物もカビと疑われることがあ

った。一般依頼の試料は、食品以外に、石鹸、壁材

などであった。 

 

エ その他の検査 

食品等の細菌検査5件を行った。 

(9) 感染症サーベイランス事業にもとづくウイル

スおよび原虫･寄生虫検査 

平成22年1月から12月の間に、検査を行ったサー

ベイランス検体総数はウイルス検体1,131件、原虫･

寄生虫（マラリア）検体4件であった。ウイルス陽性検

体数は544件（48.1%）であり、原虫･寄生虫検体につ

いては、4件すべてがマラリア陽性であった。ウイルス

陽性率は昨年の47.4%から0.7%上がった。分離・検出

されたウイルス数は683例であり、106件から複数のウ

イルスが分離・検出された（表2-1-5）。 

分離･検出されたウイルスの中では、ライノウイルスが

最も多く、148例で全体の21.7%を占めた。次いでRSウイ

ルス95例（13.9%）、パラインフルエンザウイルス63例

（9.2%）、インフルエンザウイルス55例（8.1%）と続いた。 

感染性胃腸炎の集団事例は、74事例、283検体で

あった。うちウイルス陽性事例は70事例であり、ノロウ

イルス67事例(ＧII 63事例、ＧI 1事例、ＧI・ＧII 同時検

出 3事例）、A 群ロタウイルス 2事例、サポウイルス 

1事例であった（図2-1-2）。 

表2-1-5 平成22年に大阪市内で分離･検出されたウイルス 

ウイルス 
分離 

検出数 
型 

ライノウイルス 148    

RS ウイルス 95    

パラインフルエンザウイルス 63  1 型-12、2 型-9、3 型-42 

インフルエンザウイルス 55  ＡＨ1pdm 型-49、ＡＨ3 型-1、Ｂ型-2、A 型未同定-3 

ヒトボカウイルス 54    

その他のエンテロウイルス 41  68 型-17、71 型-23、未同定-1 

ヒトコロナウイルス 35  NL63-18、OC43-17 

アデノウイルス 34  
1 型-2、2 型-17、3 型-4、5 型-1、6 型-1、31 型-1、37 型-2、 
40/41 型-5、未同定-1 

ヒトメタニューモウイルス 31    

エコーウイルス 27  3 型-13、6 型-10、25 型-4 

コクサッキーB 群ウイルス 24  1 型-4、2 型-15、4 型-5 

ノロウイルス 23  GII-23 

ムンプスウイルス 17    

ポリオウイルス 9  1 型-3、2 型-5、3 型-1 

ロタウイルス 8  Ａ群-8 

サポウイルス 4    

コクサッキーA 群ウイルス 4  4 型-4 

A 型肝炎ウイルス 3    

ヒトパレコウイルス 2   1 型-1、3 型-1 

デングウイルス 2  １型-1、3 型-1 

アストロウイルス 1    

HHV6 1    

単純ヘルペス 1  1 型-1 

水痘・帯状疱疹ウイルス 1    

合 計 683    
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図2-1-2 感染性胃腸炎集団事例の 

 ウイルス検出状況 

 

インフルエンザ様疾患の集団事例は、6事例、20

検体であった。検出されたウイルスは、インフルエン

ザウイルス AH1pdm 亜型2事例、B 型 １事例、アデノ

ウイルス2事例（3型-１、5型-1）であった（図2-1-3）。 

 

図2-1-3 インフルエンザ様疾患集団事例

のウイルス分離状況 

 

原虫・寄生虫では、サーベイランス検体として持ち

込まれたマラリア 4事例のうち、3事例から熱帯熱マラ

リア（Plasmodium falciparum）が検出され、1事例から

三日熱マラリア（Plasmodium vivax）が検出された。 

病原体サーベイランスについては、当研究所と大

阪府立公衆衛生研究所並びに堺市衛生研究所で検

出された結果を併せて解析し、大阪府内のウイルス

の動向を感染症発生動向調査事業報告書にまとめ

ている。大阪府内の月別･疾患別検体数と検出ウイ

ルスからみた流行の特徴は以下に記述する。 

検体総数は2,335件、ウイルス陽性検体数は、1,132

件（48.5%）であった。平成22年は、平成21年にみられた

新型インフルエンザの流行によるインフルエンザ検体

の大きな増加はなく、936件（28.6%）減少した。 

疾患別検体数は下気道炎495件（構成比21.2%、

495/2336）が最も多く、以下、感染性胃腸炎321件

(13.7%)、無菌性髄膜炎291件（12.5%）であった。平成

21年に検体数の多かったインフルエンザの検体数は、

216件（9.3%）に減少した。 

下気道炎において、最も検体数が多かった月は、

4月の70件、年間検体数の14.1%（70/495）を占めた。

次いで9月56件、11.3%（56/495）、5月51件、10.3%

（51/495）、3月と11月が各47件、9.4%（47/495）、6月

46件、9.3%（46/495）の順であり、3月から6月の4ヵ月

で年間検体数の43.2%を占めた。下気道炎から検出

されたウイルスは、ライノウイルス124件が最も多く、検

出されたウイルスの35.1%（124/353）を占めていた。ラ

イノウイルスは、年間を通じて検出されているが、3月

から5月にかけて、また、10月と1１月に多く検出され

た。特に11月は、検出されたウイルスの64.7%（22/34）

を占めた。次いでＲＳウイルスが多く、112件31.7%

（112/353）であった。ＲＳウイルスも年間を通じて検出

されたが、6月、7月、9月に検出数が多かった。その

他 、 パ ラ イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 60 件 、 17.0%

（60/353）、ヒトメタニューモウイルス45件、12.7%

（45/353）、エンテロウイルス26件、ヒトコロナウイルス

23件、アデノウイルス22件などが検出された。 

感染性胃腸炎は、12月71件、22.1%(71/321)が最

も多く、次いで11月39件、12.1%(39/321)、4月34件、

10.6%（34/321）、3月32件、10.0%（32/321）の順であ

った。検出されたウイルスは、ノロウイルス96件、

56.1%（96/171）が最も多く検出され、すべて GII であ

った。月別では、12月36件が最も多かった。次いで、

A 群ロタウイルス28件、16.4%（28/171）、アデノウイル

ス22件、12.9%（22/121）、サポウイルス13件、7.6%

（13/171）が多く検出された。A 群ロタウイルスは、2月

から6月の期間にすべて検出された（図2-1-4）。 

無菌性髄膜炎は、7月72件、24.7%（72/291）、6月46

件、15.8%、8月41件、14.1%、9月35件、12.0%であり、夏

季に多かった。検出されたウイルスは、エンテロウイル

スが75件、78.1%（75/96）であり、うちコクサッキーウイル

スB2型が21件、21.9%（21/96）、エコーウイルス6型が19

件、19.8%、エンテロウイルス71型が13件、13.5%であっ

た。ムンプスウイルスも10件、10.4%検出された。 

手足口病の検体からは、エンテロウイルス71型が

38件、80.9%（38/47）と最も多く検出された。月別では、

6月11件、次いで、7月10件、8月8件であり、3月から8

月の間に主に検出された。 

インフルエンザは、1月の検体数が85件、39.4%

（85/216）で最も多く、2月37件、17.1%（37/216）と続
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いた。2010/2011年シーズンのインフルエンザは、

AH1pdm（AH1(2009)）亜型を主としたAH3亜型(A香

港型)との混合流行が11月から始まり、インフルエン

ザの検体数は、11月11件、１2月46件であった。最も

多く検出されたのは、AH1pdm（AH1(2009)）亜型136

件 、 78.2% （ 136/174 ） で あ っ た 。 1 月 は 、 AH1pdm

（AH1(2009)）亜型が65件と検出ウイルスの94.2%

（65/69）を占め、2月25件、86.2%（25/29）、12月36件、

81.8%（36/44）を占めた。AH3亜型(A香港型)は18件、

10.3%（18/174）で、7月以降続けて検出され、12月7

件、15.9%(7/44)であった（図2-1-5）。 

麻しんは平成19年度のような流行はなく、年間の

検体数は、87件であった。ウイルスが陽性の検体は、

遺伝子型別で A 型が検出された2件のみであった。 

大阪府内におけるウイルス総検出数は1,307例で

あり、最も多かったのは、エンテロウイルスが237例

（エンテロウイルス71型70例、コクサッキーウイルスＢ2

型37例、エコーウイルス6型30例、エンテロウイルス68

型24例、コクサッキーウイルスA4型22例、エコーウイ

ルス3型14例、コクサッキーウイルスＢ4型11例など）で

あった。次いで、ライノウイルス186例であり、その他イ

ンフルエンザウイルス166例、ＲＳウイルス164例であ

った。ノロウイルス（98例）やパラインフルエンザウイル

ス（90例）も比較的多く検出された。 

年齢別ウイルス陽性数については、１歳未満が

最も多く（348例）、エンテロウイルス（79例）、ライノウイ

ルス（67例）、ＲＳウイルス（61例）、パラインフルエンザ

ウイルス（31例）、アデノウイルス（24例）などが多く検

出された。次いで１歳（342例）が多く、ＲＳウイルス（58

例）、ライノウイルス（48例）、エンテロウイルス（39例）、

アデノウイルス（35例）、ノロウイルス（29例）などが多く

検出された。ポリオウイルスは、1歳未満で3型1例、1

歳で１型2例、2型5例、3型1例、2歳で1型1例、2型1

例、4歳で2型1例と合計12例検出されたが、ワクチン

接種及びワクチン接種者との接触による感染であると

考えられた。その他の年齢では、インフルエンザウイ

ルス、エンテロウイルス、ライノウイルス、ノロウイルス

GII型、ＲＳウイルス、アデノウイルス、パラインフルエ

ンザウイルスなどが主に検出された。 

検体の種類とウイルス陽性数については、鼻汁・鼻

腔拭い液781件（構成比33.4%) が最も検体数が多く、

次いで糞便510件（21.8%)、咽頭拭い液491件（21.0%)、

髄液297件（12.7%)、血液・血清84件（3.6%）であった。

検体数の多かった鼻汁・鼻腔拭い液、糞便、咽頭拭い

液、髄液のウイルス陽性率は、鼻汁・鼻腔拭い液が最

も高く66.5%（519/781）、次いで咽頭拭い液の47.0% 

(231/491)、糞便が46.7% (238/510)、であった。髄液は

無菌性髄膜炎と診断された患者の主要な検体（59.8%、

174/291) であるが、ウイルス陽性率は、無菌性髄膜炎

で21.8% (38/174)、疾患全体では16.8%（50/297）と低か

った。一方、検体数は少ないが、結膜拭い液66.7%

（12/18）、喀痰・気管吸引液62.5%（30/48）、うがい液

63.0%（34/54）などは陽性率が高かった。 

 
(10) 抗HIV抗体確認試験 

平成22年1月から12月までに保健衛生検査所にて一

次スクリーニング試験で HIV 抗体陽性または疑陽性と

判定された血清 63検体について、HIV 抗体の確認試験

を行った結果、34検体から HIV-1 抗体が認められた。 

 

図 2-1-5 月別インフルエンザ様疾患検体数とウイ

ルス陽性数の推移 
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図 2-1-4 月別の感染性胃腸炎検体数とウイルス

陽性数の推移 
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２ 食品保健担当 

(1) 食品関係の検査業務 

ア 衛生行政に関する業務 

この業務は、健康福祉局健康推進部生活衛生担

当からの依頼により、大阪市保健所管内において収

去された試料について「食品衛生法」に基づいて実

施したもので、その概要は次のとおりである。 
 

(ｱ) 乳及び乳製品の成分規格に関する試験 
検体名と検査項目を表2-2-1に示す。結果はいず

れも規格基準に適合した。 
 

表2-2-1 乳及び乳製品の成分規格に関する試験 

検体名 検体数 検査項目 

牛乳 6 
酸度、乳脂肪分、 

無脂乳固形分、比重 

加工乳 ４ 酸度､無脂乳固形分 

計 10  

 

(ｲ) 食品中の添加物に関する試験 
検体名と検査項目を表2-2-2に示す。試験の結果、

甘味料については、いずれも検出限界未満あるいは

規格基準値以下であった。保存料についてはいず

れも検出限界未満あるいは規格基準値以下であり、

表示に記載のない保存料の検出例はなかった。発

色剤及び酸化防止剤はいずれも規格基準に適合し

た。殺菌料は検出限界未満あるいは検出されても微

量で、人為的に使用されたと考えられるものはなかっ

た。品質保持剤はいずれも規格基準値以下であった。

漂白剤はいずれも規格基準値以下であった。指定着

色料については、表示に記載のない着色料は検出さ

れなかった。なお、指定外着色料はいずれも検出さ

れなかった。指定外甘味料はいずれも検出されなか

った。指定外酸化防止剤はいずれも検出されなかっ

た。指定外添加物として輸入菓子のメラミンを行った

が、いずれも検出されなかった。 

 

(ｳ) 食品中の残留農薬に関する試験 
検体名と検査項目を表2-2-3に示す。 

A 青果物・玄米 
アメリカンチェリー１検体でキノキシフェン、ボスカリ

ドが、いちご1検体でイプロジオンが、いよかん1検体

でメチダチオンが、えだまめ1検体でインドキサカル

ブ、クロロタロニル、シハロトリンが、オクラ2検体のうち

1検体でイプロジオン、エトフェンプロックスが、他の1

検体でアゾキシストロビン、クロロタロニルが、オレン

ジ2検体のうち2検体でイマザリルが、1検体でチアベ

ンダゾール、メチダチオンが、柿2検体のうち1検体で

ジフェノコナゾール、ビフェントリンが、他の1検体から

フェンバレレートが、かぼちゃ3検体のうち1検体でエ

ンドリン、ミクロブタニルが、グレープフルーツ5検体の

うち全ての検体でイマザリルが、1検体からオルトフェ

ニルフェノールが、他の1検体からピリプロキシフェン、

メチダチオンが、他の2検体からチアベンダゾールが、

さつまいも1検体でクロルピリホスが、しゅんぎく1検体

からクロロタロニル、トリフルラリン、プロシミドンが、ス

ウィーティ2検体のうち全ての検体でイマザリルが、西

洋なし1検体でテブコナゾール、ボスカリドが、日本な

し1検体でクレソキシムメチル、シプロジニル、フェニト

ロチオン、ボスカリドが、ネーブルオレンジ2検体から

全ての検体でイマザリルが、1検体でクロルピリホスが、

はくさい3検体のうち1検体でイプロジオン、メタラキシ

ル及びメフェノキサムが、バナナ3検体のうち1検体で

クロルピリホスが、ぶどう4検体のうち2検体でシプロジ

ニルが、1検体でイプロジオン、テブコナゾール、トリ

フロキシストロビン、ピラクロストロビン、ボスカリドが、1

検体でペルメトリンが、ほうれんそう2検体のうち1検体

でシペルメトリン、メタラキシル及びメフェノキサムが、

アスパラガス1検体でクロルピリホスが、マンゴー2検

体のうち1検体でアゾキシストロビンが、りんご3検体の

うち全ての検体でボスカリドが、2検体でシプロジニル、

トリフロキシストロビン、フェンプロパトリンが、1検体で

クレソキシムメチル、シハロトリン、テブフェンピラド、フ

ェニトロチオンが、冷凍えだまめ2検体のうち1検体か

らインドキサカルブ、メタラキシル及びメフェノキサム

が、冷凍ほうれんそう1検体からシペルメトリンが、玄

米3検体のうち1検体からジクロシメットが検出された

が、基準値を大幅に下回っていた。その他の果実、

野菜からは上記農薬は検出されなかった。 

B 小麦粉 
いずれも検出限界未満であった。 

C 牛乳 
6検体中4検体からDDT系農薬のp,p’-DDEが検出

されたが、基準値を下回っていた。 

D 鶏卵 

いずれの農薬も定量下限未満であった。 

E 魚介類 
15検体中全検体からDDT系農薬が検出されたが、

基準値を下回っていた。また、ヘキサクロロベンゼン

が15検体中13検体から検出され、クロルデンが15検
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体中3検体から検出されたが、基準値を下回ってい

た。 

F 食肉 
10検体中牛3検体、鶏1検体、豚1検体からDDT系

農薬のp,p’-DDEが検出されたが、基準値を下回って

いた。 

表 2-2-2 食品中の添加物に関する試験 

  
検
体
数 

甘
味
料(

サ
ッ
カ
リ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム) 

保
存
料(

ソ
ル
ビ
ン
酸) 

保
存
料(

安
息
香
酸) 

保
存
料(

デ
ヒ
ド
ロ
酢
酸) 

保
存
料(

パ
ラ
オ
キ
シ
安
息
香
酸) 

発
色
剤(

亜
硝
酸
根) 

酸
化
防
止
剤(B

H
A

、BH
T

) 

殺
菌
料(

過
酸
化
水
素) 

品
質
保
持
剤(
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル) 

漂
白
剤(
亜
硫
酸) 

指
定
着
色
料(

タ
ー
ル
系
色
素) 

指
定
外
着
色
料(

ア
ゾ
ル
ビ
ン
、
レ
ッ
ド2

G

、 

パ
テ
ン
ト
ブ
ル
ー
、
キ
ノ
リ
ン
イ
エ
ロ
ー) 

指
定
外
甘
味
料(

サ
イ
ク
ラ
ミ
ン
酸) 

指
定
外
酸
化
防
止
剤(T

B
 H

Q
) 

指
定
外
添
加
物(

メ
ラ
ミ
ン) 

(国産品)                                 

漬物 3   3 3             

ソース類 4  4  4 4  4            

みそ 3  3  3 3  3           

チーズ 12   12  12            

バター 3   3   3    3          

マーガリン 8   8   8             

食肉製品 22   22     22           

発酵乳 5   5              

乳酸菌飲料 5   5              

魚介乾製品 13   13     13    13       

魚肉練り製品 15   15              

油脂含有食品 3        3          

ゆでめん 4         4         

生めん 4          4        

(輸入品)                 

チョコレート類 52           2 52 2 2  

ビスケット類 17           17 9 9 9  

キャンデイ 4           4 1 1 1  

ガム類 1           1 1 1 1  

シロップ漬 6            6 4 4 4  

パスタ製品 1           1     

ソース類 8           8 8 8 8  

スープ類 3           3 3 3 3  

リキュール類 1            1 1 1  1   

シロップ類 2            2 2 2  2   

ジャム類 5           5 5 5 5  

食肉製品 1            1 1 1 1  

青果物加工品 7            7 7 7 7  

魚介加工品 5   2  2        3 3 5  3  

漬物 49           9 49 49 9  

食用油 4           4 2 2 2  

菓子 42            2 1 1 1 40 

クリーム 1            1 1 1 1  

計 280  7  95  11  25  7  22  19  4  4  13  77  150  102 60  40  
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表 2-2-3 食品中の残留農薬に関する試験 

検 体 名 検体数 検  査  項  目 

青果 
アスパラガス 
アボカド 
アメリカンチェリー 
いちご 
いよかん 
えだまめ 
オクラ 
オレンジ 
かき 
かぼちゃ 
キャベツ 
グレープフルーツ 
さつまいも 
さといも 
しゅんぎく 
すいか 
スウィーティ 
西洋なし 
セロリ 
だいこん 
たまねぎ 
とうもろこし 
日本なし 
にんじん 
にんにく 
にんにくの芽 
ネーブルオレンジ 
ねぎ 
はくさい 
バナナ 
ばれいしょ 
ぶどう 
ブロッコリー 
ほうれんそう 
マンゴー 
みかん 
メロン 
りんご 
レタス 

冷凍食品 
冷凍いんげん 
冷凍枝豆 
冷凍さといも 
冷凍ほうれんそう 

国産米 
玄米 

輸入米 
輸入大豆 

79 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(5) 
(3) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(3) 
(3) 
(1) 
(4) 
(6) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 
(1) 

5 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 

3 
(3) 

4 
2 

1,1-ジクロロ-2,2-ビス（4-エチルフェニル）エタン、2-（1-ナフチル）アセタミド、BHC、DDT、EPN、EPTC、MCPB、Swep、
TCMTB、XMC、アクリナトリン、アザコナゾール、アザメチホス、アシベンゾラル-S-メチル、アジンホスエチル、アジン
ホスメチル、アセトクロール、アセフェート、アゾキシストロビン、アトラジン、アニロホス、アミトラズ、アメトリン、アラクロー
ル、アリドクロール、アルドリン及びディルドリン、イサゾホス、イソカルボホス、イソキサジフェンエチル、イソキサチオ
ン、イソフェンホス、イソプロカルブ、イソプロチオラン、イプロジオン、イプロバリカルブ、イプロベンホス、イマザメタベ
ンズメチルエステル、イマザリル、インダノファン、インドキサカルブ、ウニコナゾールＰ、エスプロカルブ、エタルフルラ
リン、エチオン、エチクロゼート、エディフェンホス、エトキサゾール、エトフェンプロックス、エトフメセート、エトプロホ
ス、エトベンザニド、エトリジアゾール、エトリムホス、エポキシコナゾール、エンドスルファン、エンドリン、オキサジアゾ
ン、オキサジキシル、オキサベトリニル、オキシフルオルフェン、オキスポコナゾールフマル酸塩、オメトエート、オリザ
リン、オルトフェニルフェノール、カズサホス、カフェンストロール、カプタホール、カルバリル、カルフェントラゾンエチ
ル、カルプロパミド、カルベタミド、カルボキシン、カルボスルファン、カルボフェノチオン、カルボフラン、キザロホップ
エチル、キシリルカルブ、キナルホス、キノキシフェン、キノクラミン、キャプタン、キントゼン、クリミジン、クレソキシムメ
チル、クロキントセットメキシル、クロジナホッププロパルギル、クロゾリネート、クロフェンテジン、クロマゾン、クロメトキシ
ニル、クロメプロップ、クロルエトキシホス、クロルタールジメチル、クロルチオホス、クロルデン、クロルニトロフェン、クロ
ルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェナピル、クロルフェンソン、クロルフェンビンホス、クロルブファム、クロルプ
ロファム、クロルベンシド、クロルメホス、クロロタロニル、クロロネブ、クロロベンジレート、サリチオン、シアナジン、シア
ノフェンホス、シアノホス、ジアリホス、ジエトフェンカルブ、ジオキサチオン、ジオキサベンゾホス、シクロエート、ジクロ
シメット、ジクロトホス、ジクロフェンチオン、ジクロブトラゾール、ジクロフルアニド、ジクロベニル、ジクロホップメチル、
ジクロラン、ジクロルボス及びナレド、ジコホール、ジスルホトン、ジチオピル、ジニコナゾール、シニドンエチル、シハ
ロトリン、シハロホップブチル、ジフェナミド、ジフェニル、ジフェニルアミン、ジフェノコナゾール、シフルトリン、シフルフ
ェナミド、ジフルフェニカン、シプロコナゾール、シプロジニル、シペルメトリン、シマジン、シメコナゾール、ジメタメトリ
ン、ジメチピン、ジメチリモール、ジメチルビンホス、ジメテナミド、ジメトエート、ジメトモルフ、シメトリン、ジメピペレート、
シラフルオフェン、シンメチリン、スピロキサミン、スピロジクロフェン、スルプロホス、スルホテップ、ゾキサミド、ターバシ
ル、ダイアジノン、ダイアレート、チアベンダゾール、チオベンカルブ、チオメトン、チフルザミド、テクナゼン、デスメデ
ィファム、テトラクロルビンホス、テトラコナゾール、テトラジホン、テトラメトリン、テニルクロール、テブコナゾール、テブ
ピリミホス、テブピリムホス、テブフェンピラド、テフルトリン、デメトン-S-メチル、デルタメトリン及びトラロメトリン、テルブ
カルブ、テルブトリン、テルブホス、トリアジメノール、トリアジメホン、トリアゾホス、トリアレート、トリクラミド、トリシクラゾー
ル、トリブホス、トリフルラリン、トリフロキシストロビン、トリルフルアニド、トルクロホスメチル、トルフェンピラド、ナプロアニ
リド、ナプロパミド、ニトラリン、ニトロタールイソプロピル、ノナクロル、ノルフルラゾン、パクロブトラゾール、パラチオン、
パラチオンメチル、ハルフェンプロックス、ピコリナフェン、ビテルタノール、ビフェナゼート、ビフェノックス、ビフェントリ
ン、ピペロニルブトキシド、ピペロホス、ピラクロストロビン、ピラクロホス、ピラゾホス、ピラフルフェンエチル、ピリダフェ
ンチオン、ピリダベン、ピリフェノックス、ピリフタリド、ピリブチカルブ、ピリプロキシフェン、ピリミカーブ、ピリミジフェン、
ピリミノバックメチル、ピリミホスメチル、ピリメタニル、ピロキロン、ビンクロゾリン、ファモキサドン、フィプロニル、フェナミ
ホス、フェナリモル、フェニトロチオン、フェノキサニル、フェノキサプロップエチル、フェノキシカルブ、フェノチオー
ル、フェノチオカルブ、フェノトリン、フェノブカルブ、フェリムゾン、フェンアミドン、フェンクロルホス、フェンスルホチオ
ン、フェンチオン、フェントエート、フェンバレレート、フェンブコナゾール、フェンプロパトリン、フェンプロピモルフ、フ
ェンメディファム、フサライド、ブタクロール、ブタフェナシル、ブタミホス、ブチレート、ブピリメート、ブプロフェジン、フ
ラチオカルブ、フラムプロップメチル、フラメトピル、フリラゾール、フルアクリピリム、フルキンコナゾール、フルジオキソ
ニル、フルシトリネート、フルシラゾール、フルチアセットメチル、フルトラニル、フルトリアホール、フルバリネート、フル
フェナセット、フルフェンピルエチル、フルミオキサジン、フルミクロラックペンチル、プレチラクロール、プロシミドン、プ
ロチオホス、プロパキザホップ、プロパクロール、プロパジン、プロパニル、プロパホス、プロパルギット、プロピコナゾ
ール、プロピザミド、プロヒドロジャスモン、プロフェノホス、プロポキスル、ブロマシル、プロメトリン、ブロモコナゾール、
ブロモブチド、ブロモプロピレート、ブロモホス、ブロモホスエチル、ヘキサコナゾール、ヘキサジノン、ベナラキシル、
ベノキサコール、ヘプタクロル、ペルメトリン、ペンコナゾール、ベンダイオカルブ、ペンディメタリン、ペントキサゾン、
ベンフルラリン、ベンフレセート、ホサロン、ボスカリド、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホノホス、ホルペッ
ト、ホルモチオン、ホレート、マラチオン、ミクロブタニル、メカルバム、メタクリホス、メタラキシル及びメフェノキサム、メ
チオカルブ、メチダチオン、メトキシクロール、メトプレン、メトミノストロビン、メトラクロール、メトリブジン、メパニピリム、メ
ビンホス、メフェナセット、メフェンピルジエチル、メプロニル、モノクロトホス、モノリニュロン、モリネート、ラクトフェン、リ
ニュロン、レナシル、レプトホス 

輸入小麦粉 4 カプタホール、フェニトロチオン及びマラチオン 

魚介類  
   養殖 
   輸入 
   天然 

15 
(5) 
(7) 
(3) 

アトラジン、エトプロホス、エトリジアゾール、ジフェニルアミン、シマ
ジン、チオベンカルブ、テクナゼン、トリフルラリン、ピペロニルブト
キシド、ピリプロキシフェン、フェンプロピモルフ、メタクリホス、メトラ
クロール、 

BHC （α-、β-、γ-、δ-BHC）、DDT （pp’-DDD、pp’
-DDE、op’-DDT、pp’-DDT）、クロルデン 
(trans-、cis-、オキシクロルデン)、ディルドリン及び
アルドリン、ヘプタクロル （ヘプタクロル及びヘプ
タクロルエポキサイド）、エンドスルファン (α、β
-エンドスルファン)、イサゾホス、イソキサジフェン
エチル、イソプロカルブ、イソプロチオラン、エタ
ルフルラリン、エトリムホス、エンドリン、オルトフェ
ニルフェノール、カルフェントラゾンエチル、クロ
マゾン、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロ
ルプロファム、シアノホス、ジクロフェンチオン、ジ
チオピル、ゾキサミド、ダイアジノン、テニルクロ
ール、テフルトリン、トリアレート、ピコリナフェン、
ピラフルフェンエチル、ピリミホスメチル、ピリメタ
ニル、フェンクロルホス、フリラゾール、プロパジ
ン、プロピザミド、ブロモブチド、ブロモプロピレ
ート、ヘキサクロロベンゼン、ベンフルセート、ホ
サロン、メフェンピルジエチル 

食肉  
  牛 
  豚 
  鶏 

10 
(3) 
(3) 
(4) 

エトプロホス、クロマゾン、クロルエトキシホス、チオベンカルブ、テ
クナゼン、フェンプロピモルフ、ベノキサコール、マラチオン、メタク
リホス、モリネート 

牛乳 6 

アセトクロール、アメトリン、エトプロホス、クロルタールジメチル、ジ
オキサチオン、ジフェニルアミン、シマジン、チオベンカルブ、テク
ナゼン、フェンチオン、フェンプロピモルフ、フェンメディファム、プ
ロメトリン、ブロモホス、マラチオン、メタクリホス、モリネート、ＸＭＣ 

鶏卵 5 
クロルエトキシホス、ジクロラン、ジフェニルアミン、シマジン、トリフ
ルラリン、ピペロニルブトキシド、ピプロキシフェン、ベンフルラリン、
マラチオン、メモリネート 

計 126    
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(ｴ) 食品中の残留動物用医薬品に関する試験 

検体名と検査項目を表2-2-4に示す。オキシテトラ

サイクリンが養殖タイおよび輸入養殖ヒラメで検出され

たが、基準値を下回っていた。その他の検体はいず

れも検出限界未満であった。 

 
(ｵ) 食品中の有害物質に関する試験 

検体名と検査項目を表2-2-5に示す。試験の結果、

貝類の5検体中4件から水銀が検出された。これら

以外はすべて検出限界未満であり、全ての検体で

暫定的規制値以下であった。 

麻痺性貝毒及び下痢性貝毒に関する試験では、

アサリ（1検体）、ムラサキイガイ（1検体）、ホタテガイ

（1検体）、赤貝（1検体）いずれの検体からも規制値を

超える貝毒は検出されなかった。 

ヒ素、鉛、カドミウム及び重金属に関する試験では、

玄米3検体からヒ素が、2検体からカドミウムが検出さ

れた。カドミウムは基準値以下であった。ヒ素の基準

はない。鉛は検出限界未満であった。健康食品で1

検体からヒ素が検出された。青果物のヒ素および鉛

はいずれも検出限界未満であった。 

また、クロレラ食品やスピルリナ食品などのクロロフ

ィルを含む健康食品については、光過敏症の原因物

表 2-2-4 食品中の残留動物用医薬品に関する試験 

検 体 名  検体数 検 査 項 目 

タチウオ、小アジ、 

アイナメ、アユ、 

ウナギ 

5 

オキサシリン、オキシテトラサイクリン、オキソリニック酸、オルメトプリム、オレアンドマイシン、クロ
キサシリン、サラフロキサシン、ジクロキサシリン、スピラマイシン、スルファジミジン、スルファジメト
キシン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン、タイロシン、チアベンダゾール、チアンフェニコ
ール、トリメトプリム、ナフシリン、フルベンダゾール、フルメキン 

ニジマス、ウナギ、 

シマアジ、タイ、 

ハマチ 

5 

オキサシリン、オキシテトラサイクリン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、
オルメトプリム、オレアンドマイシン、クロキサシリン、サラフロキサシン、ジョサマイシン、スピラマ
イシン、タイロシン、チアベンダゾール、チルミコシン、トリメトプリム、ナフシリン、ピリメタミン、フ
ルベンダゾール、フルメキン、5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン 

ウナギ、サーモン、 

ヒラメ 3 件 
5 

オキサシリン、オキシテトラサイクリン、オキソリニック酸、オルメトプリム、オレアンドマイシン、クロ
キサシリン、ジクロキサシリン、ジョサマイシン、スピラマイシン、スルファキノキサリン、スルファジ
アジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファモノメトキシン、チアベンダゾール、チ
アンフェニコール、トリメトプリム、ナフシリン、フルメキン、ベンジルペニシリン 

牛肉  

豚肉 

鶏肉  

3 

3 

4 

オキサシリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン、オキソリニック
酸、オルビフロキサシン、オルメトプリム、オレアンドマイシン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、
ジョサマイシン、タイロシン、チアベンダゾール、チアンフェニコール、チルミコシン、トリメトプリ
ム、ナフシリン、ピリメタミン、フルベンダゾール、フルメキン、5-プロピルスルホニル-1H-ベンズ
イミダゾール-2-アミン、ベンジルペニシリン 

鶏卵  5 

オキサシリン、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン、オルビフロキ
サシン、オルメトプリム、キタサマイシン、クロキサシリン、ジフロキサシン、スルファキノキサリン、
スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメラジン、スルファモノメトキ
シン、タイロシン、チアベンダゾール、チアンフェニコール、ナフシリン、ナリジクス酸、ピリメタミ
ン、フルベンダゾール 

生乳  

牛乳  

6 

6 
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン、ベンジルペニシリン 

計 42   

 

表2-2-5 食品中の有害物質に関する試験 

検体名 検体数 検査項目 

二枚貝 5 
総水銀、麻痺性貝毒、 
下痢性貝毒 

青果物 6 総水銀 

鶏卵 5 総水銀 

食肉 10 総水銀 

玄米 3 
総水銀、ヒ素、鉛、 
カドミウム 

青果物 6 ヒ素、鉛 

健康食品 6 ヒ素、重金属 

健康食品 2 フェオホルバイド 

青果物 6 ＰＣＢ 

牛乳 6 ＰＣＢ 

育児用粉乳 3 ＰＣＢ 

バター 3 ＰＣＢ 

鶏卵 5 ＰＣＢ 

食肉 10 ＰＣＢ 

生あん 7 シアン化合物 

ナッツ類 3 アフラトキシンＢ1 

香辛料 2 アフラトキシンＢ1 

小麦 2 デオキシニバレノール 

りんごジュース 3 パツリン 

計 93   
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質となるクロロフィル分解物のフェオフォルバイドにつ

いて試験を行った。いずれの検体も規格基準を満た

していた。 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）に関する試験では、青

果物、牛乳、育児用粉乳、バター、鶏卵、食肉では

いずれも検出限界未満あるいは残留基準値（暫定的

規制値）以下であった。 
シアン化合物に関する試験では、生あんでいずれ

も検出限界未満であった。 
カビ毒に関する試験では、小麦のデオキシニバレノ

ール、ナッツ類及び香辛料のアフラトキシンB1、りんご

ジュースのパツリンのいずれも検出限界未満であった。 

 

(ｶ) 遺伝子組換え食品に関する試験 

トウモロコシ穀粒（2検体）、半加工品（1検体）、及び

加工品(17検体)について、安全性未審査の遺伝子組

換えトウモロコシCBH351及びBt10の混入について定

性試験を実施した。その結果、全ての検体において

両品種とも検出されなかった。トウモロコシ穀粒および

半加工品については定量PCR法により組換えトウモロ

コシ含有量について測定も行ったが、遺伝子組換えト

ウモロコシ由来の遺伝子は検出されず、分別生産流

通管理が適正に行われていることが示された。 

大豆加工品についてはラウンドアップ・レディ・大豆

の含有量について、定量PCR法を用いて定量したとこ

ろ、味噌2検体および豆乳1検体において、定量性が

確保されず検査不能となった。その他の17検体にお

いては、含有率はいずれも5%以下であり、分別生産

流通管理が適正に行われていることが示された。 

輸入コメ加工品における安全性未審査の遺伝子組換

えコメ（Btコメ）の定性検査を実施した。その結果、Btコメ

由来の遺伝子は検出されず陰性であった。(表2-2-6) 

（ｷ) アレルギー物質を含む食品に関する試験 

加工食品における特定原材料の検査として落花生、

卵および乳の混入について、2種類のELISAキット(日

本ハム(株)製FASTKITエライザVer.IIシリーズ、(株)森

永生科学研究所製モリナガFASPEK特定原材料測定

キット)を用いてスクリーニング検査を行った。輸入菓子

1検体において、両キットで基準値（10μg/g）以上の乳

タンパク質が検出された。この検体についてはウエスタ

ンブロット法による確認試験でも、乳アレルゲンのβラ

クトグロブリン及びカゼインが検出された。(表2-2-6) 

 

(ｸ) 食品中の残留放射能に関する試験 

魚介類3件、輸入食品5件について、 134Cs及び
137Csの残留放射能の試験を行った。その結果、いず

れの検体からも、134Cs及び137Csの放射能は検出され

なかった。(表2-2-6) 

 

(ｹ) 食品添加物の規格に関する試験 

食品添加物の規格試験として、今年度はシェラック

と着色料製剤（黄緑色）について実施した。その結果、

いずれも規格に適合していた。（表2-2-6） 

 

(ｺ) 酸価・過酸化物価に関する試験 

輸入即席めんについて酸価・過酸化物価の試験

を行った。その結果、いずれも規格基準を超えるもの

はなかった。（表2-2-6） 

 

(ｻ) 食中毒、苦情の原因調査及び法令違反の疑い

などに関する試験 

健康福祉局、教育委員会及び一般から依頼され

た食品等に関する苦情原因調査等について、当担

当では微生物、昆虫を除く事項について実施した。

表2-2-6 遺伝子組換え、アレルギー物質、残留放射能及び食品添加物の規格に関する試験 

検査項目 検体数 検体名 

遺伝子組換え 60 

トウモロコシ（輸入）20件(穀粒2、半加工品1，加工品17)  

大豆およびその加工品20件(うち輸入加工品1件) 

コメ加工品（輸入）20件 

アレルギー物質 180 

乳の混入75件（うち輸入菓子70件） 

卵の混入75件（うち輸入菓子70件） 

落花生の混入30件（うち輸入菓子30件） 

残留放射能 8 
魚介類３件 （サーモン1、アカウオ2）、輸入食品５件（スパゲッティ1、ラ

ンチョンンミート1、乾果物1、ラズベリージャム1、ダイストマト1） 

食品添加物の規格試験 2 
シェラック（1） 

着色料製剤（黄緑色）（1） 

酸価・過酸化物価 17 輸入即席めん類 

計 217   
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依頼の内容は異物混入、異味異臭及

び着色変色、食中毒の疑いのための

原因調査、食品の法令違反等につい

てであった。 

異物混入検査の依頼は11件あった。

検査内容を表2-2-7に示す。混入異物

には、原材料や食品に由来するものな

ど、混入経路の推定が可能なものもあ

ったが、プラスチック、金属片などの無

機物の場合、混入時期や経路の推定

は困難であった。  

異味異臭及び着色変色についての

検査依頼が1件、法令違反の疑いのた

めの確認検査の依頼が8件あった。検

査項目を表2-2-8に示す。 

 

イ 学校給食用食品に関する業務 

この業務は教育委員会事務局教務

部学校保健担当の依頼により行われ

たもので、納入食品の品質向上ならび

に安全性確保にむけて重要な役割を

担っている。 

表2-2-9に検体名と検査項目を示

す。その結果、いずれも教育委員会の

基準あるいは基準値を満たしていた。 

 

(2) 器具・容器包装及び玩具関係の

検査業務 

ア 衛生行政に関する業務 
この業務は、健康福祉局生活衛生

担当からの依頼により、大阪市内にお

表2-2-9 学校給食用食品に関する試験 

検体名 検体数 検査項目 

穀類    
中華めん 1 水分、食塩 
白玉だんご 1 水分 
ちまき 2 食塩、サッカリンナトリウム 

いも及びでん粉類    
こんにゃく・糸こんにゃく 各 5 カルシウム 
つなこんにゃく 1 カルシウム 

豆類    
うすあげ 2 水分、酸価、過酸化物価 
一口がんも・あつあげ（冷） 各 1 酸価、過酸化物価 

種実類    
いりごま（白）・すりごま（白） 各 1 水分 

藻類    
青のり・切りこんぶ 各 1 水分、食塩 
きざみのり 2 水分、食塩 

魚介類    
赤平天 1 サッカリンナトリウム、ソルビン酸、食塩 
いか（かのこ）・赤魚 各 2 食塩、ＢＨＡ，ＢＨＴ 
えび（大）・さけ（角）・さば 各 2 BHA、BHT 

一口ごぼう天・かまぼこ・三色あげ天 各 1 食塩､サッカリンナトリウム､ソルビン酸 

肉類    
ハム 1 亜硝酸根､ソルビン酸､BHA､BHT､水分､食塩 
ベーコン 2 亜硝酸根､ソルビン酸､BHA､BHT､水分､食塩 
ウインナー（粗挽ミニ） 1 ソルビン酸、BHA、BHT、水分、食塩 

乳類    
クリーム 1 無脂乳固形分、乳脂肪分 
粉末チーズ 1 BHA、BHT、食塩、水分 
固形チーズ 1 乳固形分 

調味料類及び香辛料類    
カレールウの素 4 水分、脂質、食塩、サッカリンナトリウム 
トマトピューレ 2 スズ、サッカリンナトリウム 
マヨネーズ 2 サッカリンナトリウム､ソルビン酸､水分､食塩 

残留農薬    
冷凍野菜 3 残留農薬（120 項目） 
輸入食品等 6 残留農薬（120 項目） 

合計 61   

 

表2-2-7 異物混入検査 

事例番号 
異物が混入して

いた食品・容器 
検査結果 

1 米飯 医薬品 

2 いちじくジャム ポリプロピレン 

3 赤だし 植物由来 

4 パスタソース 食塩 

5 ドーナッツ スチールウール 

6 中華まんじゅう ポリプロピレン 

7 たけのこ チロシン 

8 マンゴーアイス マンゴーの繊維 

9 マンゴーアイス マンゴーの種子 

10 冷凍チャーハン ポリスチレン 

11 ポークソーセージ 骨の一部 

 

表2-2-8  苦情検査・確認検査 

  事例番号 苦情内容・検体 検査項目 

異味異臭 
・ 

着色変色 
1 

み た ら し 団 子 の

赤い着色 
ルミノール反応 

確認検査 

1 はちみつ容器 鉛 

2 生あん シアン 

3 じゃがいも 
ソラニン、 

チャコニン 

4 レタス 残留農薬 

5 レンコダイ メチル水銀 

6 いわし油漬け TBHQ 

7 グレープフルーツ 残留農薬 

8 飲むヨーグルト 安息香酸 
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いて収去された試料について、「食品衛生法」に基づ

いて実施したものである。 

検体名及び検査項目を表2-2-10（容器包装）及び

表2-2-11（玩具）に示す。 

結果は、いずれも規格基準に適合していた。 

 

イ 学校給食用製品に関する業務 

この業務は、教育委員会事務局教務部学校保健

担当からの委託により、学校給食用器具・容器につ

いて品質向上及び安全性確保のために実施したも

のである。小学校1校を対象とし、ポリカーボネート製

の三切り皿、飯椀（使用期間1～6年）、はし及びまな

板について、4種類の溶媒（水、4％酢酸、20％エタノ

ール、ヘプタン）を用いて溶出試験を行い、ビスフェ

ノールA（BPA）を測定した。その結果、BPAの溶出量

はいずれも規格基準に適合した。 
 

ウ 保育所用食器に関する業務 

この業務はこども青少年局保育所運営担当からの

依頼により、保育所用食器の安全性確保のために実

施されたものである。ポリカーボネート製食器2件（新

品ならびに使用中のもの）について4種類の溶媒（水、

4％酢酸、20％エタノール、ヘプタン）を用いて溶出

試験を行い、BPAを測定した。その結果、BPAの溶出

量はいずれも規格基準に適合した。 

表2-2-11 玩具（輸入）に関する試験 

材質 検体 検体数 検査項目 

ポリ塩化ビニル 動物玩具 1 
カドミウム、ヒ素、過マンガン酸カリウム消費量、蒸発残留物、
重金属、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）、着色料 

ポリエチレン 知育玩具 3 
ヒ素、過マンガン酸カリウム消費量、蒸発残留物、重金属、着
色料 

ポリ塩化ビニル・ 
ポリエチレン 

動物玩具 1 
カドミウム、ヒ素、過マンガン酸カリウム消費量、蒸発残留物、
重金属、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）、着色料 

布 
動物玩具、知育玩
具、人形、がらがら 

10 着色料 

その他*1 
 ままごと用具、風船、 
知育玩具 

6 着色料 

計 21   

*1：ポリプロピレン、ABS 樹脂、ゴム 

表2-2-10 器具・容器包装等に関する試験 

材質 検体 検体数 検査項目 

ポリプロピレン 保存容器､しゃもじ等 24 
材質試験（鉛、カドミウム）、溶出試験（重金属、蒸発残留物、
過マンガン酸カリウム消費量） 

ポリエチレン フリーザーバッグ等 2 
材質試験（鉛、カドミウム）、溶出試験（重金属、蒸発残留物、
過マンガン酸カリウム消費量） 

ポリスチレン コップ等 6 
材質試験（鉛、カドミウム、揮発性物質）、溶出試験（重金属、
蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量） 

ポリエチレンテレ 
フタレート 

コップ 1 
材質試験（鉛、カドミウム）、溶出試験（アンチモン、ゲルマニウ
ム、重金属、蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量） 

AS 樹脂 コップ等 2 
材質試験（鉛、カドミウム、揮発性物質）、溶出試験（重金属、
蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量） 

ユリア樹脂・ 

メラミン樹脂 
トレー 1 

材質試験（鉛、カドミウム）、溶出試験（重金属、蒸発残留物、
フェノール、ホルムアルデヒド） 

ゴム ヘラ 1 
材質試験（鉛、カドミウム）、溶出試験（重金属、蒸発残留物、
亜鉛、フェノール、ホルムアルデヒド） 

ポリエチレン加工紙 牛乳容器 2 
溶出試験(重金属、蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量)、
強度試験(ピンホール)、材質試験(ヘキサン抽出物、ヒ素） 

台所用合成洗剤 1 
規格試験（ヒ素、重金属、メタノール、ｐＨ、蛍光染料、着色
料）、総リン 

計 40   
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(3) 家庭用品関係の検査業務 
この業務は、健康福祉局生活衛生担当からの依

頼により、大阪市内で試買された試料について「有害 
物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基

づいて実施されたものである。 
検体名及び検査項目を表2-2-１2に示す。結果は、

いずれも検出限界未満、基準値以下または規格に

適合していた。 
 

(4) 医薬品関係の検査業務 

この業務は、健康福祉局生活衛生担当からの依

頼により、医薬品としての承認を受けていない無承認

無許可医薬品成分について実施されたものである。

ダイエット関連健康食品2件は、医薬品成分のマジン

ドール、フェンフルラミン塩酸塩、シブトラミン、N-ニト

ロソフェンフルラミン、グリベンクラミド、グリクラジド、ト

ルブタミドについて、強壮関連健康食品2件は、医薬

品成分のヨヒンビン塩酸塩、ホンデナフィル、バルデ

ナフィル塩酸塩、シルデナフィルクエン酸塩、タダラ

フィル、キサントアントラフィル、グリベンクラミド、グリク

ラジド、トルブタミドについてそれぞれ定量した結果、

いずれの医薬品成分も検出されなかった。 
 

(5) 特定保健用食品等の許可試験 

平成16年4月1日より、特定保健用食品等の許可

試験の受託を開始した。平成22年度の試験受託件

数は10件で、それらの内訳は食物繊維 7件（難消化

性デキストリン 6件、キトサン １件）、脂質 1件、茶カ

テキン 1件、アミノ酸 1件であり、いずれも許可要件を

満たしていた。 

 

 

表2-2-12 家庭用品関係の試験 

検体名 検体数 検査項目 

乳幼児用繊維製品 おしめカバー等  7 トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物 

家庭用エアゾール製品 消臭スプレー等 31 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン 

家庭用エアゾール製品 消臭スプレー等 31 メタノール  

家庭用洗浄剤 トイレ用洗剤  5 水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウム、容器試験 

住宅用洗浄剤 トイレ用洗剤  1 塩化水素または硫酸、容器試験 

計 75   
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３ 都市環境担当 

(1) 環境大気汚染調査 

本調査は、大気汚染常時監視の一環として環境

局の依頼を受け実施したものであり、市内における大

気汚染物質の経年変化および地域特性を把握して、

大気汚染防止対策の資料とするものである。 

調査内容は、(1)降下ばいじん量、(2)ハイボリウム

エアサンプラ－による総粉じん（TSP）濃度、(3) 

PM2.5濃度、（４）アンダ－センエアサンプラ－による

浮遊粉じんの粒径別濃度などである。 

調査結果の一部を表2-3-1に示す。 

 

表2-3-1 平成22年度大気汚染調査結果（一部） 
注： 降下ばいじん量の単位はt/km2/月であり、他はμg/m３ である。微

小粒子は粒径2.1μm未満の粒子を、粗大粒子は粒径2.1μm以上の粒

子をそれぞれ表している。なお、各測定項目の試料採取日および頻

度は異なる。 

測定場所 

降
下
ば
い
じ
ん
量 

ＴＳＰ PM2.5 

粒径別の浮
遊粉じん濃度 

微
小
粒
子
濃
度 

粗
大
粒
子
濃
度 

菅北小学校局 － 25 － － － 

聖賢小学校局 1.33 20 23 － － 

平尾小学校局 2.02 38 － － － 

摂陽中学校局 1.78 27 － 12 13 

出来島小学校局 1.62 40 － 13 15 

 

(2) 自動車排出ガス定期定点調査 

本調査は、主として自動車由来の汚染実態を把握

するとともに、沿道における汚染状況を長期的に評

価することを目的として、環境局の依頼により実施し

ている。自動車から排出される有害物質による環境

汚染の状況について、ガソリン車及びディーゼル車

による汚染度が高いと考えられる市内の代表的な２

地域（梅田新道交差点及び出来島小学校）において、

大気汚染常時監視システムでは測定が困難な物質

を分析する。測定項目は粒子状物質の重量濃度と組

成及び空気中アスベスト（総繊維数）濃度であり、浮

遊粉じんはローボリウムエアサンプラー、アンダーセ

ンエアサンプラー、PM2.5/PM10サンプラーを用いて

捕集し、炭素組成、重金属及び水溶性イオン濃度、

ベンゾ(a)ピレン濃度を測定した。測定結果の一部を

表2-3-2に示す。 

表2-3-2 平成22年度幹線道路沿道における調査

結果(一部) 

測定地点 

PM2.5（μg/m3） 総繊維数 
濃度（本/L） 

夏季 冬季 夏季 冬季 

梅田新道交差点 9.0 22 0.056 ND 

出来島小学校沿道 8.6 22 － － 

出来島小学校大気
汚染常時監視局 － － 0.056 ND 

ND：検出下限（0.056本/L）未満   

 

本調査におけるPM2.5濃度は、沿道における測定

結果であり、また調査期間も短いため、環境省告示に

よる値との直接的な比較は行えないが、今後も監視を

続ける必要があるといえる。アスベスト濃度について

は、大気汚染防止法に定める敷地境界基準（10本

/L）に比べて充分に低い濃度であった。 

 

(3) アスベスト調査 

大気中濃度測定（解体等に伴う濃度測定及び一般

環境調査等）ならびに吹付け材等の含有試験(定性及

び定量試験)を実施した。平成22年度に依頼された調

査・検査の検体数内訳は空気中濃度測定82検体（う

ち1検体は走査型電子顕微鏡法）、吹付け材等の建

材の含有試験36検体であった。 

 

ア 大気中濃度測定 

(ｱ) 建築物の解体等に伴う濃度測定 

大阪府生活環境の保全等に関する条例により、建

築物の解体作業時における敷地境界基準（10本／

Ｌ）を遵守する必要があるため、環境局の依頼により

測定を行なった。 

 

(ｲ) 一般環境調査等 

市内15カ所の測定局等において大気環境調査を

実施した。一般環境大気中の総繊維数濃度の市内

平均値（幾何）は0.16本／Lであり、各地点の平均濃

度は0.078～0.51本／Lの範囲であった。測定結果の

経年変化を図2-3-1に示す。 

 

イ 吹付け材等の含有試験 

吹付け材等に含まれるアスベスト含有率0.1％に

ついての有無判定を行う定性試験及び定量試験を

実施した。定性試験を行った35検体のうちアスベスト

有りの判定は7検体であった。 
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(4) 有害大気汚染物質モニタリング調査 

環境局からの依頼により、有害大気汚染物質のモ

ニタリング調査を実施した。調査地点は、一般環境と

して摂陽中学校及び菅北小学校、発生源周辺の調

査地点として平尾小学校及び聖賢小学校、沿道の

調査地点として出来島小学校及び梅田新道の合計

6地点（調査項目により調査地点数は異なる）であり、

毎月1回（年間12回）の調査を実施した。調査項目

は、優先取組物質に指定されているベンゼン等揮

発性有機化合物類（9項目）、アルデヒド類（2項目）、

酸化エチレン、重金属類（5項目）、水銀及びその化

合物、及びベンゾ[a]ピレンに加え、PRTR制度にお

ける届出排出量が上位であるトルエンとキシレン類

を加えた計21項目である。トルエンについては平成

22年度途中に優先取組物質に追加指定された。表

2-3-3に各調査項目の年平均値を示す。 

環境基準の設定されているジクロロメタン、テトラク

ロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼンについて

は、前年度に引き続き全て全地点で環境基準に適

合した。指針値が定められているアクリロニトリル、塩

化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、

1,3-ブタジエン、水銀及びその化合物、ニッケル化

合物、平成22年度途中に指針値が設定されたヒ素及

びその化合物についても全地点で指針値を下回っ

た。多くの調査項目において、年平均値が前年度と

同等かやや低下する傾向がみられた。また、ベンゼ

ン、1,3-ブタジエン、アセトアルデヒド、ベンゾ[a]ピレ

ンなどは沿道の調査地点において比較的濃度が高く

なる傾向がみられた。 

 

表2-3-3 平成22年度有害大気汚染物質調査結果 
測定項目 調査地点数 年平均値 環境基準等 単位 

環境基準値が設定されている項目    

ジクロロメタン 4  2.0  - 5.4 150 μg/m3 

テトラクロロエチレン 4  0.35 - 0.58 200 μg/m3 

トリクロロエチレン 4  0.62 - 2.0 200 μg/m3 

ベンゼン 6  1.0  - 2.0 3 μg/m3 

指針値が設定されている項目 
   

アクリロニトリル 4  0.13 - 0.52 2* μg/m3 

塩化ビニルモノマー 4  0.031- 0.062 10* μg/m3 

クロロホルム 4  0.20 - 0.87 18* μg/m3 

1,2-ジクロロエタン 4  0.14 - 0.16 1.6* μg/m3 

1,3-ブタジエン 6  0.13 - 0.42 2.5* μg/m3 

水銀及びその化合物 4  1.9  - 2.3 40* ng/m3 

ニッケル化合物 4  4.8  -11 25* ng/m3 

ヒ素及びその化合物 2  1.2  - 1.3 6* ng/m3 

その他の項目 
    

ホルムアルデヒド 6  3.7  - 4.4 未設定 μg/m3 

アセトアルデヒド 6  3.4  - 5.2 未設定 μg/m3 

酸化エチレン 4  0.11 - 0.16 未設定 μg/m3 

ベンゾ[a]ピレン 5 0. 0.080- 0.21 未設定 ng/m3 

クロム及びその化合物 4  2.4  - 7.8 未設定 ng/m3 

ベリリウム及びその化合物 2 0. 0.016- 0.017 未設定 ng/m3 

マンガン及びその化合物 4 14    -52 未設定 ng/m3 

トルエン 4  9.0  -14 未設定 μg/m3 

キシレン類 4  2.4  - 3.3 未設定 μg/m3 

*は指針値であることを表す 

 

(5) 労働衛生及び室内環境関係の調査 

 一般依頼および健康福祉局依頼等による作業環

境測定を実施した。作業環境における浮遊粉じんの

測定およびアセトン、酢酸エチル、ヘキサン、メタノー

ル、ホルムアルデヒド等の有機溶剤の測定を行った

延単位作業場数は49ヵ所であった。測定結果による

評価別では、第1管理区分は46ヵ所、第二管理区分

は1ヵ所、第3管理区分は2ヵ所であった。 

 

(6) 大阪市内河川、港湾水域の水質及び底質の調査 

水質汚濁防止法第15条及び16条の規定に基づ

き公共用水域を常時監視する目的で、環境局環境

保全部土壌水質担当からの依頼により、河川、港湾

水域の水質及び底質を調査した。水質汚濁にかか

わる環境基準、すなわち「生活環境の保全に関する

環境基準」は、水域の利水目的を考慮して 6段階の

類型指定が行われており、大阪市内を流れている河

川はB、Ｃ、D類型のいずれかに分類されている。本

年度に調査した河川水域の類型と地点数はB類型

が16地点、C類型が1地点、Ｄ類型が13地点である。

大阪港湾水域の8地点は海域A、B、C類型のうちの

 

図2-3-1 アスベスト大気環境中濃度の推移 

（注） ・平成15年度までは市内5地点（継続監視地点）、平成17
年度は11地点、平成18年度以降は15地点で調査した
結果の市内平均値。 

・平成22年度は、総繊維数濃度。平成元～21年度まで
は石綿濃度（クリソタイル濃度）。 
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C類型である。 

また「人の健康の保護に関する環境基準」は、す

べての公共用水域に一律に適用され、カドミウム、シ

アン、鉛など延べ27項目について設定されている。 

底質調査は主要地点において年1回実施している

が、底質汚染に関しては、ダイオキシン類以外に環

境基準はなく、総水銀及びPCBについて暫定除去基

準が設けられている。  

 

ア 市内河川、港湾水域の生活環境の保全に関す

る環境基準に基づく水質調査 

平成22年度は、大腸菌群数、全窒素、全リン及び

全亜鉛を除く物質については、神崎川水系3地点、

寝屋川水系13地点、市内河川水域14地点及び港湾

水域8地点の総計38地点について調査を実施した

（図2-3-2）。また、大腸菌群数については、神崎川

水系2地点、寝屋川水系7地点及び市内河川水域12

地点の計21地点で、全窒素及び全リンについては、

神崎川水系2地点、寝屋川水系7地点、市内河川水

域12地点及び港湾水域8地点の計29地点で、全亜

鉛については、8月を除いては神崎川水系2地点及

び市内河川水域12地点の計14地点で、8月は全38

地点で、それぞれ調査した。なお、8月の港湾水域8

地点においては、底層の溶存酸素も測定した。毎月

の採水は原則として15時に順流となる日を採水日と

定め、6時間間隔で4回採水した試料を均等に混合し

て分析試料とし、健康・特殊項目は順流時に採水し

た試料について分析した。 

河川におけるBOD、海域におけるCODの環境基

準は全ての地点で達成されていた。 
 

 
図2-3-2 大阪市内河川及び港湾水域の水質

調査地点 
 

イ 人の健康の保護に関する環境基準に基づく

水質調査 

健康項目27項目のうち、フッ素及びホウ素を除く24

項目を神崎川水系2地点、寝屋川水系7地点、市内

河川12地点及び港湾水域6地点で、PCBのみの測定

を大阪港の海域2地点において、年1～4回実施した。

フッ素とホウ素は、神崎川水系2地点、寝屋川水系7

地点、市内河川12地点で年2回調査した。調査の結

果、市内河川の7地点では、遡上する海水の影響を

受けてホウ素の基準値を超過した。それ以外の健康

項目については、測定したすべての地点・項目で環

境基準が達成されていた。 

特殊項目のうち、油分については年1回、神崎川

水系2地点、寝屋川水系7地点及び市内河川12地点

の計21地点で測定し、クロロフィルaについては港湾

水域8地点で年4回測定した。また、プランクトン数、

懸濁物質の強熱減量及び濁度については港湾水域

8地点で年1回（8月）測定した。その他の10特殊項目

については神崎川水系2地点、寝屋川水系7地点、

市内河川12地点及び海域6地点の計27地点で、年1

～4回測定した。 

要監視項目28項目のうち、クロロホルムを除いた人

の健康の保護に関連する25項目については、神崎

川水系1地点、寝屋川水系3地点及び市内河川3地

点の計7地点で年1回（8月）調査した。クロロホルム、

フェノール、ホルムアルデヒドについては、全38地点

で年1回（8月）調査した。いずれの項目も、指針値を

超過するときはなかった。 

 
ウ 大阪市内河川の底質調査 

市内河川の道頓堀川（大黒橋）、安治川（天保山

渡）、尻無川（甚兵衛渡）、木津川（千本松渡）及び神

崎川（千船橋）の5河川（地点）で、5月に調査を実施

した。調査項目は、含水率、pH、総水銀、アルキル水

銀及びPCBの5項目であった。底質汚染に関する基

準としては総水銀とPCBがあり、いずれの地点も暫定

除去基準を下回っていた。 

 
(7) 地下水水質定点観測調査 

環境局環境保全部土壌水質担当の依頼により、

概況調査を8施設で、汚染井戸周辺地区調査を9施

設で、継続監視調査を8施設で実施した。概況調査

は、大阪市域の全体的な地下水質の概況を把握す

るための調査であり、毎年異なる地点を選定して実

施している。汚染井戸周辺地区調査は、前年度の概
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況調査によって発見された汚染について汚染範囲を

確認するための調査であり、継続監視調査は汚染井

戸周辺調査により確認された汚染の継続的な監視等

経年的なモニタリングとして実施する調査である。 

概況調査では塩化ビニルモノマーが1施設で、継

続監視調査では、砒素が2施設で、塩化ビニルモノマ

ーが2施設で、1,2-ジクロロエチレンが2施設で、フッ

素が1施設で、ほう素が1施設で、硝酸性窒素及び亜

硝酸性窒素が2施設で環境基準を超過した。 

 
(8) 飲料水等用水の水質試験 

市民や事業者から依頼を受け、飲料水及び生活

用水の水質試験を実施した。図2-3-3に過去3年間

の依頼項目別の検査件数を示す。平成22年度の総

件数は227件であり、その内訳は、水道水の簡易上

水試験84件(37%)、毎月試験45件（20%）、井戸水簡易

飲料試験12件（5%）で、この3種類で全体の62%を占

めている。この傾向や年間の件数に、この3年間で大

きな変化はみられない。 

一方、本市依頼検査の内訳は、健康福祉局関係

では、専用水道(自己水源を有する)施設に対する水

質試験13件、氷雪製造用水の細菌試験4件であり、

その他部局関係では、親水施設の細菌試験等で12

件であった。 

(9) 下水処理場放流水の水質分析 

環境局環境保全部土壌水質担当の依頼により、

大阪市下水処理場12ヶ所のすべての放流水につ

いて、BOD、COD、SS、全窒素および全リンを測

定した。その結果、いずれの処理場でも、すべて

の項目において排水基準値（COD、全窒素、全リ

ンは総量規制基準値、それ以外の項目は水質汚濁

防止法に係る基準値）は遵守されており、問題の

ないことが確認された。 

 
(10) 衛生動物試験 

食品等に混在する異物が昆虫などの由来である

かを検査し、昆虫などの種類を同定する試験を実施

している。依頼検査の件数は一般依頼が53件であっ

た。 

 

(11) 土壌汚染に関する検査 

本年度は、企業から1件の土壌汚染に関する検査

を受け、金属類の含有量試験を実施した。 

 

(12) 熱環境に関する検査 

大阪市立大学の依頼により、空冷式熱交換設備

周辺でのミスト散布実施による排熱の潜熱化と冷却

性能の向上を目的とした実証実験における、周辺の

大気環境の気温、湿度の測定と、空冷式熱交換設備

内での堆積物付着状況の検査を行った。あわせて、

大気汚染物質排出量総合調査結果と特定施設設置

届出書等による統計解析、および、熱交換設備製造

企業訪問調査、燃焼施設と大規模空調を所有する

97社を対象としたアンケート調査を行い、環境対策の

市場動向について報告した。 
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その他

細菌試験
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理化学試験

プール水試験
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簡易上水試験

22年度

21年度
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図2-3-3 飲料水等用水の一般依頼検査における

各試験項目別内訳と件数 
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４ 試験検査の信頼性確保 

食品衛生検査の信頼性を確保するために、「大阪

市立環境科学研究所食品衛生検査業務内部点検

実施規程」及び「大阪市立環境科学研究所食品衛

生検査業務内部点検実施マニュアル」にもとづき、“

青果物の残留農薬”、“麻痺性貝毒・下痢性貝毒”、“

生めんのプロピレングリコール”、“調味料保存料（安

息香酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸エステル）”、

“遺伝子組換大豆”、“氷雪の細菌”、“生乳、牛乳、

加工乳、乳飲料等の細菌”等の検査業務について内

部点検を実施し、必要に応じて改善を講じるよう検査

部門責任者へ指導･要請ならびに指摘を行った。ま

た、「大阪市立環境科学研究所食品衛生検査業務

外部精度管理調査実施規程」にもとづき、外部精度

管理調査の実施計画を作成し、（財）食品薬品安全

センター秦野研究所の実施する外部精度管理調査

の重金属検査（玄米中のカドミウム）、残留農薬検査

（とうもろこしペースト中の一斉分析）、大腸菌群検査

（ハンバーグ）およびサルモネラ属菌検査（液卵）に

参加した。さらに、同研究所の遺伝子組換え食品の

外部精度管理に参加した。 

特定保健用食品については、「登録検査機関にお

ける許可試験の業務管理について」（食安新発第

0227001号）による業務内部点検実施マニュアルにも

とづき、関与成分あたり必ず１回以上は内部点検を

実施することとしており、平成22年度は。許可試験実

施総数10件のうち5件（難消化性デキストリン、γーア

ミノ酪酸、キトサン、茶カテキン、中鎖脂肪酸）につい

て試験手順に関する内部点検を実施し、必要に応じ

て改善指導・要請･指摘を許可試験部門責任者に対

して行なった。また、許可試験部門責任者と協議のう

え、外部精度管理試験として英国食料環境研究庁の

食品化学分析技能評価スキーム（FAPAS）のラウンド

「挽きコーヒー（カフェイン）」に参加した。 

飲料水について、大阪府水道水質検査外部精度

管理事業の「シアン」及び「シス1,2-ジクロロエチレン、

トランス1,2-ジクロロエチレン」に参加した。 

環境分析については、（財）日本環境衛生センタ

ーの実施する環境測定分析統一精度管理調査（環

境省主催）の土壌環境試料（重金属類）及び模擬大

気試料（揮発性有機化合物）に参加した。 

 

 


